
長野県立武道館規則案について 

 

スポーツ課 

 

 

１ 制定の理由及び内容 

令和元年７月 16 日に長野県立武道館条例が公布されることに伴い、長野県立武道館の管

理等に関し必要な事項を定めた長野県立武道館規則を制定する。 

 

 

 

２ 施行期日 

令和２年３月１日 

 

 

 

 

 

 

 

 

（参考）長野県立武道館の概要 

１ 位 置  佐久市猿久保字野馬窪 

２ 敷地面積  22,323 ㎡ 

３ 建築面積  10,720 ㎡ 

４ 延べ面積  12,382 ㎡ 

５ 構 造 等  ＲＣ造＋Ｓ造＋木造 地上２階建 

６ 整備諸室  主道場 競技面積 2,348 ㎡（柔・剣道場６面可能）、観客席 1,512 席 

道場１（畳敷き） 競技面積 763 ㎡（柔道場３面可能） 

道場２（板張り） 競技面積 763 ㎡（剣道場３面可能） 

その他 会議室・師範室・器具庫・シャワー室 等 

７ 供用開始  令和２年３月 



   長野県立武道館規則案 

 

 （趣旨） 

第１条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律（昭和31年法律第162号）

及び長野県立武道館条例（令和元年長野県条例第 号。以下「条例」という。）の規定に

基づき、長野県立武道館（以下「武道館」という。）の管理等に関し必要な事項を定める

ものとする。 

 （利用の申込み） 

第２条 条例第３条の規定による利用の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載

した申請書を条例第４条の規定により武道館の管理を行う指定管理者（以下「指定管理者」

という。）に提出しなければならない。ただし、専用しないで利用する場合にあっては、

口頭によることができる。 

 (1) 氏名及び住所（団体にあっては、その名称及び代表者の氏名並びに主たる事務所の

所在地） 

(2) 利用目的 

 (3) 利用日時 

 (4) 入場料又はこれに類するものを徴収して利用する場合にあっては、その旨及び当該

徴収する入場料又はこれに類するものの予定総額 

 (5) アマチュアスポーツ以外に利用する場合にあっては、その旨 

 (6) 利用人員 

 (7) 利用する施設の名称 

 (8) 前各号に掲げるもののほか、指定管理者が利用の許可を行うために必要と認める事

項 

 （利用許可書の交付） 

第３条 指定管理者は、条例第３条の規定による利用の許可をしたときは、その利用許可書

を交付しなければならない。ただし、前条ただし書の場合にあっては、この限りでない。 

 （利用の変更又は取消し） 

第４条 前条の規定による利用許可書の交付を受けた者（以下「利用者」という。）が、利

用の変更をしようとするときは、その理由及び内容を記載した申請書に当該利用許可書を

添付して、指定管理者に提出しなければならない。 

２ 利用者が、利用の取消しをしようとするときは、その理由を記載した届出書に前条の利

用許可書を添付して、指定管理者に提出しなければならない。 

 （遵守事項） 

第５条 利用者その他の武道館を利用する者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 武道館の施設又は備品を損傷し、又は汚損しないこと。 

 (2) 武道館内に爆発物、可燃物等の危険物を持ち込まないこと。 

 (3) 所定の場所以外で飲食し、又は喫煙しないこと。 

 (4) 備品を武道館の外に持ち出さないこと。 

 (5) 前各号に掲げるもののほか、武道館の秩序の維持について指定管理者が長野県教育



委員会（以下「教育委員会」という。）の承認を得て定める事項 

 （損傷又は滅失の届出） 

第６条 利用者は、施設又は備品を損傷し、又は滅失したときは、遅滞なくその旨を指定管

理者に届け出て、指定管理者の指示に従いこれを弁償し、又は原状に復さなければならな

い。 

 （利用後の処理） 

第７条 利用者は、施設又は備品の利用を終了したときは、清掃し、又は整理して、その旨

を指定管理者に届け出なければならない。 

 （指定の申請） 

第８条 条例第７条に規定する申請書は、指定管理者指定申請書（別記様式）によるものと

する。 

２ 条例第７条に規定する教育委員会規則で定める書類は、次に掲げる書類とする。ただし、

条例第５条の申請を行うもの（以下この項において「申請者」という。）について教育委

員会がその性格に応じ前項に規定する申請書に添付することを要しないものと認める書

類がある場合には、当該書類を除く。 

 (1) 定款若しくは寄附行為及び登記事項証明書又はこれらに準ずるもの 

 (2) 申請の日の属する事業年度の前３年の各事業年度における申請者の事業の状況を記

載した書類、貸借対照表及び損益計算書若しくは収支計算書又はこれらに準ずるもの 

 (3) 申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における申請者の事業の実施及び収支に

係る計画を記載した書類 

 (4) 役員の名簿及び履歴書 

 (5) 申請者が現に行っている業務の概要を記載した書類 

 (6) 申請者が条例第８条第４号に該当する旨の誓約書 

 (7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類 

 （利用の停止又は許可の取消しを行うことができる場合） 

第９条 条例第11条第３号に規定する教育委員会規則で定める場合は、第５条の規定に違反

した場合とする。 

 （補則） 

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が

定める。 

   附 則 

この規則は、令和２年３月１日から施行する。 

  



（別記様式）（第８条関係） 

指定管理者指定申請書 

 

年  月  日 

 

   長野県教育委員会 殿 

 

主たる事務所の所在地 

申請者 団体の名称 

代表者氏名          ㊞ 

 

 長野県立武道館の指定管理者の指定を受けたいので、長野県立武道館条例第５条の規定

により申請します。 

 

（備考） ２以上の団体が共同して申請する場合は、これらの団体の代表者がそれぞれ主

たる事務所の所在地及び名称を記載し、記名押印した書類を添付すること。 









 


